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１ 目 的 

この要領は、別府市図書館・美術館整備基本構想を策定するに当たり「別府市立図書館・

美術館整備基本構想検討委員会」及び「市民ワークショップ」等からの意見を集約し、別

府市における図書館・美術館のあるべき姿を基本構想に反映させます。その基本構想策定

業務委託に当たり基本構想策定及び策定における支援業務に対する提案を求め、その内容、

能力を評価し、最も適切かつ円滑に本業務を実施できる者を選定できるよう、プロポーザ

ル方式による受注事業者選定（以下「プロポーザル」という。）に関して必要な手続き等を

定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

（１）業  務  名 別府市図書館・美術館整備基本構想策定等業務委託 

（２）業 務 内 容 別紙 別府市図書館・美術館整備基本構想策定等業務委託仕様書

（以下「仕様書」）のとおり 

（３）履 行 期 間 契約締結日から平成２９年３月３１日まで 

（４）委託業務規模 ４，７５２，０００円以下（消費税込み） 

 

３ 選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）会社に関すること 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条４第１項及び第２項の規

定に該当しない者であること。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続き開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産開始の申立てがなされていな

いこと。 

ウ 本業務委託の公告日から契約締結日までいずれの日においても、別府市一般競争入

札の参加停止及び指名停止等措置基準の規定により指名停止を受けていない者である

こと。 

（２）その他 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職者を有する団体及び

それらの利益となる活動を行う者でないこと。 
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５ 日 程 

プロポーザルによる選定における日程は、次のとおりとする。（なお、日程は都合により

変更する場合がある。） 

 

６ 担当課（事務局） 

  〒874-8511 大分県別府市上野口町１番１５号 

  別府市教育庁生涯学習課文化財係 矢 野 

  電話 0977-21-1587（直通） ＦＡＸ0977-22-5100（教育委員会共有） 

  電子メール lle-be@city.beppu.oita.jp 

 

７ 参加申込みの方法 

（１）提出期間 平成２８年８月１２日（金）から８月２２日（月）１７時まで 

（２）提出場所 事務局 

（３）提出方法 持参又は郵送（期限までに配達されるものに限る。） 

（４）提出書類 【別表１参照】 

 

８ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、参加資格に関すること及び提出書類の作成に関するも

のとし、審査（評価）に係る質問は一切受け付けない。 

（１）受付期間 

   平成２８年８月９日（火）から８月１８日（木）１７時まで 

（２）受付方法 質問書（様式第２号）を電子メールで事務局に提出 

（３）回答方法 質問者の名称等を伏せたうえ、全ての参加資格者に電子メールにて回答

する。 

（４）その他  質問に対する回答内容は、本実施要領の追加又は修正として取り扱うも

のとする。 

 

９ 業務提案書等の提出 

（１）提出期間 平成２８年８月２３日（火）から８月３０日（火）１７時まで 

（２）提出場所 事務局 

（３）提出方法 持参又は郵送（期限までに配達されるものに限る。） 

項  目 日  程 

参加申込受付 平成２８年８月１２日（金）～８月２２日（月） 

質問受付 平成２８年８月９日（火）～８月１８日（木） 

業務提案書等の提出 平成２８年８月２３日（火）～８月３０日（火） 

プレゼンテーション審査 平成２８年９月２日（金） 

審査結果通知 平成２８年９月上旬（予定） 

契約 平成２８年９月上旬（予定） 
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（４）提出書類 【別表１参照】 

（５）提案内容 仕様書の内容に基づき、次の内容について業務提案すること。 

ア 本業務に関する基本的な考え方について 

イ 本業務の作業工程について 

ウ 本業務の実施体制及び技術者の実績について 

エ 基本構想検策定討委員会及び市民ワークショップ開催における具体的な支援策に 

ついて 

  オ 図書館・美術館等に関する地方自治体からの委託業務の具体的な実績について 

   ※基本構想・基本計画等の策定又は管理運営等に関する支援委託業務 

カ 本業務の目的達成のため、仕様書にない業務についての追加提案等（本業務に必 

要と認められるもの） 

（６）留意事項 

ア 提案書の提出後における書類の追加、修正及び再提出は原則認めない。 

イ 業務提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

ウ 仕様書は必要最低限の要件を定めたものであるので、仕様書の内容を満たす代替

提案についても認めるものとする。 

エ 仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断により本業務に必要であると

思われる業務がある場合は、提案できることとする。ただし、これに係る経費は

提出する見積書に含むものとする。 

オ 提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

カ 提案見積書の額が、委託業務規模を超える場合は失格とする。 

 

１０ プロポーザルの辞退 

参加資格を有する者が、本プロポーザルを辞退する場合は、プレゼンテーションの前日

までに事務局へ辞退届（任意様式）を提出すること。 

なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な扱いを受ける

ものではない。 

 

１１ プレゼンテーション及びヒアリング 

（１）日程  

平成２８年９月２日（金） 

※時間等の詳細については、別途通知します。 

（２）実施場所 

別府市役所５Ｆ 教育委員会室 

（３）出席者 

出席者は５名以内とすること。 

（４）実施の順番 

業務提案書の受付順とする。 

（５）時間 

一提案者当たり４０分以内とする。（準備５分、説明２０分、質疑１０分、整理５分） 
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（６）方法 

プレゼンテーションは、提出資料を使用し、本要領９（５）の順に説明するものとし、

選定委員が項目を把握しやすいよう努めること。 

（７）事務局準備物品 

無し 

（８）その他 

ア プレゼンテーションは非公開で実施する。ただし、事務局職員については例外と

する。 

イ パソコン、プロジェクター、スクリーン等を使用する場合は、持参すること。 

ウ 説明は提案書に記載した内容に限り、追加の説明資料等は認めない。 

（９）審査・優先交渉権者の選定 

プロポーザル提案者に係る審査は審査員で行う。 

ア 審査方法 

審査員は全事業者のプレゼンテーション終了後、技術提案書（ヒアリング）による

評価（別表２）を項目ごとに審査し、評点の合計点が高い順に優先交渉権者及び次点

者を決定する。 

なお、本要領４に定める参加資格要件及び本要領９に定める内容を満たさない提案

書は失格とする。 

イ 審査結果 

審査結果については、審査終了後提案者に対し、電子メールにて通知する。 

   別府市公式ホームページでの審査結果公表はしません。 

 

１２ 契約 

（１）審査の結果、優先交渉権者と本業務仕様の契約交渉を行う。ただし、次のいずれか 

に該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合には、次点者と契約交渉を行うも 

のとする。 

ア 優先交渉権者が審査後に本要領４に定める参加資格要件を満たすことができなく

なった場合 

イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しない場合 

ウ その他の理由により優先交渉権者と契約の締結が不可能となった場合 

（２）契約締結にあたり優先交渉権者が、別府市入札参加有資格者でない場合は、次の書 

類を１部提出すること。 

ア 印鑑証明書（発行後３ヶ月以内） 

イ 登録事項証明書又は登記簿謄本（発行後３ヶ月以内） 

 

１３ 業務委託の範囲 

本業務の範囲は別紙「仕様書」を基本とするが、別府市の判断により契約締結時にお

いて、優先交渉権者が提案書により行った追加提案等の内容を追加、変更できることと

する。 
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１４ その他 

（１）次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 必要書類を提出期限までに提出しない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 本プロポーザルに関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合 

（２）提出書類の記載内容に関する責任は提案者が負うものとする。 

（３）本プロポーザルに要する費用は提案者の負担とする。 

（４）提出された書類の返却はしないものとする。 

（５）本要領に定めのない事項については、協議のうえ決定する。 

（６）別府市美術館は、平成２８年７月より休館しており、現在、一般観覧ができない状 

況です。今回のプロポーザル参加にあたり、館内の観覧を希望される事業者に対して、 

平成２８年８月１９日（金）１３時から１６時まで観覧可能とします。当日、観覧を 

希望される事業者は、８月１８日（木）までに事務局あてメールにて参加人数を記入 

して申し込みを行ってください。（様式自由）なお、申込みに対する返信は行いません 

ので、当日、時間内（１５時３０分までに入館）に別府市美術館まで直接、お越しく 

ださい。（自由観覧となります。） 
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様式集 

様 式 番 号 内  容 参 考 

様式第１号 参加申込書 要領７ 

様式第２号 質問書 要領８ 

様式第３号 業務提案書 要領９ 

 

 

提出書類（別表１） 

 

  

提出書類 様 式 等 提出部数等 

参加申込時 ○参加申込書（様式第１号） １部 

業
務
提
案
書
提
出
時 

業務提案書 

一式 

○業務提案書（様式第３号） 

○業務提案内容（指定様式なし） 

 Ａ４判１５ページ以内 

文字サイズは１０．５ポイント以上とすること 

 図・表はＡ３判可（Ａ４ ２枚と数える） 

 ただしＡ４判に折り込むこと 

 

原本 各１部 

副本 各９部 

（提案書関係

をデータ化し

た CD-R １枚） 

なお、業務提案

書及び見積書

は原本のみと

する。 
提案見積書 ・指定様式なし（業務提案書とは別綴じ） 
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技術提案書（ヒアリング）による評価項目（別表２） 

※優先交渉権者の決定における最低得点基準を合計額の６割とします。 

評価項目 審査内容 判断基準 備考 

提案内容 

基本的な考え

方 

本業務に関する基本的な考え方を理解している

か。 
 

工程表 

工程計画内容の妥当性が高く、工夫が示されてい

るか。 

履行期限までに十分完了できる工程となってい

るか。 

品質確保の対策がなされているか 

 

実施体制及び

技術者の実績 

本業務実施における体制が整っているか。 

担当技術者のこれまで図書館・美術館等に関する

実績について 

 

委員会及びワ

ークショップ

実施に関する

支援策 

基本構想策定検討委員会及び市民ワークショッ

プ開催における具体的な支援策について 
 

業務実績 
図書館・美術館に関する委託業務の具体的な実績

について 
 

追加提案 
要求事項にない独自の提案があるか 

審査会からの要望に対する対応について 
 

プレゼンテー

ション及びヒ

アリング 

取り組み姿勢 
要求事項を正確に理解しており、補足説明など的

確な説明を行っているか 
 

総合評価 その他 

 

上記以外で評価できないその他の要素を含めた

全体的な総合評価として本業務を任せられるか 

 

 


